
 

  

 

国，大阪府教育庁からの要請により，５月３１日（日）まで臨時休業期間が延長されまし

た。その間，児童生徒の心身の健康状態把握とその対応，学習や生活の状況把握と課題の提

示や確認を目的とし，分散自主登校を行いました。 

 通学路を歩いている子ども達を見ては，自然と頬が緩みました。先生方からも，「子ども達

が学校に来ると，元気がもらえる。」との声が聞かれました。分散自主登校 1週目は，あまり

元気のなかった子ども達も，徐々に元気なあいさつが返ってくるようになりました。 

 

制限された中で，工夫を凝らした教育活動が展開されています。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染防止の観点から，「密閉・密集・密着」の「クラスター発生３原則」

に留意して教育活動を行っています。また，各小中学校では子ども達が下校した後に，教職

員により，特に多くの児童生徒が手の触れる箇所の消毒が行われています。 

 

 

 ５月２２日，教育委員会議が開催され，「豊能町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例改正」など３件が審議されました。また，「令和３年度使用中学校

教科用図書の採択」について，豊能郡地区教科用図書採択協議会に諮問することが承認され

ました。 

教科書展示会のご案内 

 来年度から中学校で使われるすべての教科書が新しくなります。令和３年度使用中学校教

科書の見本と今年度から小学校で使われている新しい教科書を展示します。学校関係者，保

護者，町民のみなさん，どなたでも見ることができます。ぜひ，この機会にご覧ください。 

開催期間 令和２年６月１２日（金）～７月１日（水） 

開催場所と時刻 

【豊能郡教科書センター（能勢町役場）】 

８時３０分～１７時（土曜・日曜閉庁） 

【豊能町役場（１階 行政情報コーナー）】 

９時～１７時（土曜・日曜閉庁） 

 

＜学校再開に向けた小中学校の取組みについて＞ 
 豊能町では，６月１５日の通常再開に向けて，６月１日から段階的に教育活動を再開しま

す。６月１２日までは「スタートアップ期間」として位置づけ，ゆとりをもって教育活動を

行います。通常再開に向けて，各小中学校では準備を進めています。 

ステップ 1【1週目】 

６／１（月）～６／５（金） 

ステップ 2【2週目】 

６／８（月）～６／１２（金） 

ステップ 3【3週目以降】 

６／１５（月）～ 

 １学級２０人程度 

 分散・短縮授業 

 午前または半日授業 

 

 徐々に通常授業 

 給食開始 

 午後の授業開始 

 部活動の準備活動開始 

 1学級４０人程度 

 通常授業開始 

 学校行事や部活動開始 

 

※可能な範囲で３密を避けて教育活動を行います。 

※体温チェック・「健康カードの提出」・消毒・マスク着用は，継続して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

保幼小中一貫教育だより ～豊かな自然と豊かな人材で豊かなこどもを育てる～ 
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臨時休業期間中の自主分散登校  PART.2 

～光風台小学校の様子～ 

 ５月２９日（金）は，１・４・６年生が登校しまし

た。担任の先生が授業をしている間に，他の先生方が子

ども達の課題の丸付けをしています。内野校長先生は， 

「いろいろな制限がある中ですが，教職員 

みんなで，楽しみながらやります。」 

とおっしゃられていました。 

 学校では，子ども達の「こころとからだ」「学習」「人間関係」に十分配慮・サポ 

ートしながら教育活動を行っていきます。また，「新型コロナウイルス感染症」に関す

る正しい知識を身につけ，いじめや差別が生じないよう，児童生徒の発達段階に応じ

た指導を行います。 

なお，お子さんの様子をご覧になってご心配なことなどありましたら，学校や教育

相談室（西公民館☎738-5399または教育委員会☎739-3427）にご相談ください。 

 

教育委員会議 －５月定例会－ 


